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大学、短期大学、高等学校又は
中等教育学校を卒業もしくは
2026年3月卒業見込みの方。
学校教育法施行規則第150条
の規定により、高等学校を卒業
した者と同等の学力がある方
または2026年3月31日までに認
められる見込みのある方。
本校を専願志望する方。
労災病院の理念を理解し、勤労
者看護を実践できる方。
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　独立行政法人労働者健康安全機構は、本校をはじめ９校の労災看護専門学校を運営しています。共通試験（一般入試）は、その全９校が
共通日程、共通問題にて実施され本校以外の労災看護専門学校を第2・3希望として併願することができます。これにより、一次試験（学
科）において第1希望校（本校）が不合格となった場合でも、第2・3希望の合格点に達していればその希望校の二次試験（面接）に進む
ことができます。二次試験は、第1希望校（一次試験受験校）において一次試験の翌日に行われます。なお、併願することによって第1希望
校の合否評価に影響することはありませんし、第2・3希望校に入学しても第1希望入学者との差異、不利益は一切ありません。
　詳しくは、独立行政法人労働者健康安全機構ウェブサイトにも掲載されています。
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